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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成30年5月9日に提出いたしました、純粋持株会社（完全親会社）である株式会社サン・ライフホールディングの

設立に関する臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時報告書の訂正報告書を

提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

２【報告内容】

　(2)　本件株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）その他の株式移転計画の内容

　　②　本件株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

　(注) １．

 
株式移転計画書(写)

（乙の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項）

第１条

（乙の設立時取締役等の氏名及び設立時会計監査人の名称）

第２条

 
株式会社サン・ライフホールディング　定款

第１章 総 則

（機関）

第４条

第３章   株主総会

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

第14条

第４章 取締役及び取締役会

（取締役への委任）

第25条

（取締役会の議事録）

第26条

（取締役の責任免除）

第29条

第６章 会計監査人

（会計監査人の設置）

第36条

（選任方法）

第37条

（任期）

第38条

（報酬等）

第39条

（会計監査人の責任免除）

第40条

第７章 計 算

（事業年度）

第41条

（剰余金の配当）

第42条

（剰余金の配当等の決定機関）

第43条

（中間配当）
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第44条

（剰余金の配当金等の除斥期間）

第45条

 附則

（最初の事業年度）

第１条

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

（訂正前）

2【報告内容】

(2)　本件株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）その他の株式移転計画の内容

①　本件式移転の方法

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転であります。

②　本件株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）
　

 
株式会社サンライフ・ホールディング

(完全親会社・持株会社)
株式会社サンライフ
(完全子会社・当社)

株式移転比率 １ １
 

(注) １．本件株式移転により、持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時における当社の株主の皆

様に対し、その保有する当社の普通株式１株つき設立する持株会社の普通株式１株を割当交付します。

（訂正後）

(2)　本件株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）その他の株式移転計画の内容

①　本件式移転の方法

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転であります。

　

②　本件株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）
　

 
株式会社サンライフ・ホールディング

(完全親会社・持株会社)
株式会社サンライフ
(完全子会社・当社)

株式移転比率 １ １
 

(注) １．本件株式移転により、持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時における当社の株主の皆

様に対し、その保有する当社の普通株式１株につき設立する持株会社の普通株式１株を割当交付します。

　

（訂正前）

株式移転計画書(写)

 

（乙の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項）

第１条　乙の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は以下のとおりとする。

(4) 発行可能株式総数

乙の発行可能株式総数は、2,728万株とし、各種類の株式の発行可能種類株式数は、次のとおりとする。

普通株式 　　　　2,728万株

（訂正後）

株式移転計画書(写)

 

（乙の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項）

第１条　乙の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は以下のとおりとする。

(4) 発行可能株式総数

乙の発行可能株式総数は、2,728万株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。

普通株式 　　　　2,728万株

 
（訂正前）
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（乙の設立時取締役等の氏名及び設立時会計監査人の名称）

第２条　乙の設立時取締役（設立時監査等委員である取締役を除く。）の氏名は次のとおりとする。

 　

竹内　恵司

比企　武

石野　寛

竹内　伸枝

竹内　圭介

井上　和弘

 

２　乙の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。

 

瀧澤　賢次

松下　幹夫

小峰　雄一

（訂正後）

（乙の設立時取締役等の氏名及び設立時会計監査人の名称）

第２条　乙の設立時取締役（設立時監査等委員である取締役を除く。）の氏名は次のとおりとする。

 　

竹内　恵司

比企　武

石野　寛

竹内　伸枝

竹内　圭介

井上　和弘

 

２　乙の設立時監査等委員である取締役の氏名は次のとおりとする。

 

瀧澤　賢次

松下　幹夫

小峰　雄一

 
（訂正前）

株式会社サン・ライフホールディング　定款

 

第１章 総 則

（機関）

第４条 当会社は、株主総会、取締役会のほか、次の機関を置く。

①取締役会

②監査等委員会

③会計監査人

 （訂正後）

 
株式会社サン・ライフホールディング　定款

 

第１章 総 則

（機関）

第４条 当会社は、株主総会、取締役のほか、次の機関を置く。

①取締役会

②監査等委員会

③会計監査人
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（訂正前）

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

第14条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表

示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示す

ることにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

 （訂正後）

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

第14条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載また

は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開

示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

 
（訂正前）

（取締役への委任）

第25条　当会社は、会社法399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に

掲げる事項を除く。）の決定を取締役に委任することができる。

（訂正後）

（取締役への委任）

第25条　当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第5項各号

に掲げる事項を除く。）の決定を取締役に委任することができる。

 
（訂正前）

（取締役会の議事録）

第26条　取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役

は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。

２　前条第２項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。

（訂正後）

 
（取締役会の議事録）

第26条　取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役

は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。

２　第24条第２項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。

 
（訂正前）

（取締役の責任免除）

第29条　当会社は会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法423条第１項の取締役（取締役

であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。

２　当会社は、会社法427条第１項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度

額とする。

（訂正後）

（取締役の責任免除）

第29条　当会社は会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項の取締役（取締

役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる。

２　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第１項の賠償責任を限定

する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限

度額とする。

 

（訂正前）

第６章 会計監査人

（会計監査人の設置）

第36条　当会社は、会計監査人を置く。
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（訂正後）

第６章 会計監査人

 　　　第36条削除

 
（訂正前）

（選任方法）

第37条　会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 

（任期）

第38条　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の

時までとする。

２　会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該株主総会において再任

されたものとみなす。

 

（報酬等）

第39条　会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

 

（会計監査人の責任免除）

第40条　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第１項の賠償責任を限定

する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額

とする。

 

第７章 計 算

（事業年度）

第41条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。

 

（剰余金の配当）

第42条　当会社の剰余金の配当は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対し行

う。

 

（剰余金の配当等の決定機関）

第43条　当会社の剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる。

 

（中間配当）

第44条　当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者

に対し、会社法第454条第５項に定める金銭の分配（以下、中間配当という。）をすることができる。

 

（剰余金の配当金等の除斥期間）

第45条　剰余金の配当および中間配当は、支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社は

その支払義務を免れる。

（訂正後）

（選任方法）

第36条　会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 

（任期）

第37条　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の

時までとする。

２　会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該株主総会において再任

されたものとみなす。
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（報酬等）

第38条　会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

 

（会計監査人の責任免除）

第39条　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第１項の賠償責任を限定

する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額

とする。

 

第７章 計 算

（事業年度）

第40条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。

 

（剰余金の配当）

第41条　当会社の剰余金の配当は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対し行

う。

 

（剰余金の配当等の決定機関）

第42条　当会社の剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる。

 

（中間配当）

第43条　当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者

に対し、会社法第454条第５項に定める金銭の分配（以下、中間配当という。）をすることができる。

 

（剰余金の配当金等の除斥期間）

第44条　剰余金の配当および中間配当は、支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社は

その支払義務を免れる。

 
（訂正前）　

附則

（最初の事業年度）

第１条　第41条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の設立日から平成31年3月31日までとする。

（訂正後）

附則

（最初の事業年度）

第１条　第40条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の設立日から平成31年3月31日までとする。
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